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新
し
い
﹀
社
会
扶
助
？

�

山　

田　
　

晋　

は
じ
め
に

貧
困
は
今
日
な
お
人
類
の
最
大
の
脅
威
の
一
つ
で
あ
る
。
死
や
疾
病
の
よ
う
に
壮
大
な
医
学
の
進
歩
を
も
っ
て
し
て
も
克
服
で
き

な
い
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
貧
困
が
消
失
し
た
社
会
は
稀
で
あ
る
。
二
〇
二
五
年
ま
で
に
「
一
日
一
ド
ル
以

下
で
生
活
す
る
者
を
半
減
す
る
」
と
い
う
国
連
・
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
ゴ
ー
ル
の
目
標
も
、
地
域
に
よ
り
達
成
が
絶
望
的
と
さ
れ
て
い

る
。貧

困
と
い
う
人
類
の
古
典
的
脅
威
に
対
す
る
一
つ
の
処
方
箋
は
、
社
会
保
障
で
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
保
障
が
存

在
し
な
い
国
も
多
い
し
、
社
会
保
障
が
構
築
さ
れ
て
い
て
も
な
お
、
貧
困
が
存
在
す
る
国
々
も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
社
会
保
障
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
多
数
の
貧
困
者
を
抱
え
て
い
る
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
（
以
下
、
メ
キ

シ
コ
）
に
焦
点
を
当
て
、
社
会
保
障
制
度
が
存
在
し
な
が
ら
な
ぜ
そ
れ
が
貧
困
に
対
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
な
い
か
、
そ
し
て
社

会
保
障
制
度
以
外
の
ど
の
よ
う
な
手
法
に
よ
り
貧
困
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
二
〇
〇
六
年
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
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ば
、
メ
キ
シ
コ
で
は
人
口
の
三
一
・
七
％
が
貧
困
線
以
下
に
あ
り
、
ジ
ニ
係
数
は
〇
・
五
〇
六
で
あ
る（
１
）。

こ
れ
は
メ
キ
シ
コ
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
加
盟
国
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
好
ま
し
い
数
字
と
は
言
え
な
い
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
メ
キ
シ
コ
は
、
世
界
銀
行
が
「
新

し
い
」
社
会
扶
助
と
評
価
す
る（
２
）「
条
件
付
き
所
得
保
障
」（the�conditional�cash�transfer�schem

e�CCT
;"program

a�de�

transferencia�m
onetaria�condicionada";"transferencias�en�efectivo�condicionadas"

）
を
活
用
し
、
貧
困
削
減
に
取
り

組
ん
で
い
る（
３
）。
メ
キ
シ
コ
の
こ
の
貧
困
撲
滅
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
基
本
的
に
は
一
八
歳
ま
で
の
子
を
持
つ
貧
困
家
庭
（H

ogares�en�

situación�de�extrem
a�pobreza

）
を
対
象
と
し
、「
人
的
開
発
の
機
会
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
：
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス

（"Program
a�de�D

esarrollo�H
um

ano�O
portunidades"

：O
portunidades

）」

（
以
下
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
）
と
呼
ば
れ
、
五
〇
〇
万
世
帯
、
二
五
〇
〇
万
人
が

参
加
し
て
い
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
社
会
保
障
制
度
の
人
的
適
用
範
囲
が
狭
い

国
が
多
く
、「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
を
採
用
し
て
い
る
国
は
多
い
が
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ

ニ
ダ
デ
ス
は
そ
の
「
成
功
例
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る（
４
）。

本
稿
で
検
討
さ
れ
る
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
具
体
的
な
展
開
は
、
筆
者
が
二
〇
〇

八
年
一
〇
月
に
訪
問
調
査
し
た
サ
カ
テ
カ
ス
（Zacatecas
）
州
を
例
に
見
た
。
サ
カ

テ
カ
ス
州
は
人
口
約
一
三
万
六
〇
〇
〇
人
の
州
で
、
産
業
構
造
は
、
農
業
中
心
で
あ
る

が
、
昔
か
ら
銅
、
銀
、
金
な
ど
が
産
出
さ
れ
る
。
し
か
し
メ
キ
シ
コ
の
中
で
は
最
も
出

稼
ぎ
が
多
く
、
サ
カ
テ
カ
ス
州
の
現
住
市
民
と
同
じ
人
口
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
出
稼

ぎ
に
出
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
三
二
あ
る
メ
キ
シ
コ
の
州
の
中
で
、
豊
か
さ
で
み

写真１　サカテカス州内の地域オフィス
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れ
ば
中
位
に
あ
た
る
。
人
口
の
四
一
％
が
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
に
参
加
し
て
い
る
（
写
真
１
）。

な
お
調
査
に
あ
た
っ
て
は
社
会
開
発
省
（la�Secretaría�de�D

esarrollo�Social�SED
ESO

L

）
の
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
・
マ
ル
テ
ィ

ネ
ス
博
士
（D

r.�A
lejandro�Sám

ano�M
artínez

）、
ソ
チ
テ
ィ
・
レ
ム
ス
博
士
（D

r.�X
ochitl�M

eseguer�Lem
us

）
に
資
料
提

供
、
調
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
定
な
ど
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。
写
真
に
つ
い
て
は
被
写
体
と
な
っ
た
人
物
に
撮

影
、
お
よ
び
写
真
の
公
表
に
つ
い
て
の
承
諾
を
得
て
い
る
。
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一
節　

メ
キ
シ
コ
の
社
会
保
障
制
度

メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
メ
キ
シ
コ
の
生
活
保
障
制
度
で
あ
る
社
会
保

障
制
度
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
く
。

一　

メ
キ
シ
コ
の
社
会
保
障
制
度
の
歴
史
（
１
）

一
九
一
〇
年
～
一
九
一
七
年
の
「
メ
キ
シ
コ
革
命（
２
）

」
の
成
果
を
盛
り
込
ん
だ
一
九
一
七
年
メ
キ
シ
コ
憲
法
（Constitución�

Política�de�los�Estados�U
nidos�M

exicanos

）
は
「
私
有
財
産
制
と
議
会
民
主
制
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
国
家
に
よ
る
私
権
へ

の
介
入
を
大
幅
に
認
め
た
、
新
し
い
国
造
り
の
基
軸（
３
）」
と
評
価
さ
れ
、
制
定
当
時
か
ら
「
社
会
権
」
を
規
定
し
て
い
た
。
現
行
憲
法

（
基
本
的
に
は
一
九
一
七
年
憲
法
で
あ
る
）
一
二
三
条
Ｘ
Ｘ
Ⅸ
項
は
「
社
会
保
障
の
法
（Ley�del�Seguridad�Social

）
は
公
益

（utilidad�pública

）
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
労
働
者
（trabajadora

）、
農
民
（cam

pesinos

）、
非
賃
金
労
働
者
（no�

asalariados

）、
他
の
社
会
的
セ
ク
タ
ー
（sectores�sociales
）
に
従
事
す
る
者
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
す
る
、
障
害

（invalidez

）、
老
齢
（vejez

）、
生
命
（vida

）、
失
業
（
＝
労
働
の
任
意
で
な
い
終
了
）（cesación�involuntaria�del�

trabajo

）、
疾
病
（enferm

edades

）、
事
故
（accidentes

）、
託
児
サ
ー
ビ
ス
（servicios�de�guardería

）
そ
し
て
他
の
同
様

の
も
の
の
保
障
（seguros

）
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
。」
と
規
定
す
る
。
し
か
し
メ
キ
シ
コ
の
社
会
保
障
制
度
は
憲
法
に
基
づ
き
全

国
民
を
対
象
に
普
遍
主
義
的
・
拡
張
的
に
は
発
展
せ
ず
、
政
権
を
支
え
る
職
種
の
重
要
性
に
応
じ
て
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
た
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め
、
公
務
員
、
基
幹
産
業
労
働
者
は
社
会
保
険
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
お
よ
び
農
民
層
は
社
会
保
険
か

ら
排
除
さ
れ
て
い
っ
た（
４
）。

二　

メ
キ
シ
コ
の
社
会
保
障

憲
法
一
二
三
条
Ｘ
Ｘ
Ⅸ
項
を
う
け
て
メ
キ
シ
コ
で
は
、
一
九
四
三
年
の
「
社
会
保
険
法
（Ley�del�Seguro�Social

）」
に
基
づ

い
た
社
会
保
障
制
度
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
な
お
憲
法
で
は
「
社
会
保
障
の
法
」
と
規
定
す
る
が
こ
の
よ
う
な
名
称
の
実
定
法
が
存

在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
社
会
保
険
法
」
は
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
生
活
保
障
を
行
う
法
で
、
そ
の
た
め
の
法
人
組
織
と
し
て
「
メ
キ
シ
コ
社
会
保
険
公

社
（Instituto�M

exicano�de�Seguro�Social�IM
SS

）」
を
設
立
さ
せ
る
。
メ
キ
シ
コ
社
会
保
険
公
社
が
メ
キ
シ
コ
の
全
公
的
社

会
保
険
加
入
者
の
八
割
を
し
め
る
と
い
わ
れ
（
他
に
公
務
員
の
た
め
の
「
国
家
公
務
員
社
会
保
険
公
社
（Instituto�de�Seguridad�

y�Servicios�Sociales�de�los�T
rabajadores�del�Estado�ISSST

E

）」
な
ど
が
あ
る
）、
メ
キ
シ
コ
社
会
保
障
制
度
の
中
心
的

役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

「
社
会
保
険
法
」
が
規
定
す
る
給
付
は
、
労
働
災
害
（Riesgos�de�trabajo

）、
医
療
（Enferm

edades�y�m
aternidad

）、
障
害
・

生
命
（Invalidez�y�V

ida

）、
退
職
・
高
齢
失
業
・
老
齢
（Retiro,�Cantia�en�edad�avanzada�y�V

ejez

）、
託
児
サ
ー
ビ
ス

（guarderias

）、
福
利
厚
生
給
付
（prestaciones�sociales

）
で
あ
る
。
傷
病
に
つ
い
て
の
医
療
行
為
等
の
現
物
給
付
、
傷
病
手

当
金
な
ど
に
よ
る
賃
金
補
償
、
各
種
年
金
給
付
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
各
種
年
金
給
付
に
関
し
て
は
、
一
九
九
五
年
一
二
月
の

社
会
保
険
法
改
正
で
全
面
的
に
「
民
営
化
」
さ
れ
、
確
定
拠
出
・
積
み
立
て
方
式
に
移
行
し
た
。
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メ
キ
シ
コ
に
は
失
業
に
対
す
る
所
得
保
障
、
貧
困
に
対
す
る
包
括
的
な
社
会
保
障
給
付
は
存
在
し
な
い
。「
社
会
扶
助
法
（Ley�

sobre�el�Sistem
a�N

acional�de�A
sistencia�Social

）」
の
名
を
持
つ
法
律
は
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
わ
が
国
の
社
会
扶
助
・
公

的
扶
助
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
の
「
社
会
扶
助
法
」
は
、「
社
会
扶
助
」
を
「
個
人
の
統
合
的
発
展
（desarrollo�

integral
）
を
妨
げ
る
社
会
的
性
質
を
帯
び
た
情
況
（circunstancías�de�carácter�social

）
を
改
善
す
る
傾
向
を
も
つ
行
為
の

総
体
（conjunto
）」
と
定
義
す
る
（
三
条
）。
法
に
列
挙
さ
れ
る
具
体
的
な
対
象
は
、
栄
養
失
調
、
身
体
的
・
精
神
的
発
展
に
対
し

て
阻
害
さ
れ
る
情
況
に
あ
る
者
、
劣
悪
な
家
庭
環
境
に
あ
る
者
、
被
虐
待
者
、
遺
棄
、
失
踪
、
搾
取
の
犠
牲
者
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存

症
、
路
上
生
活
者
（vivr�en�la�calle

）、
犯
罪
被
害
者
、
人
身
売
買
の
被
害
者
な
ど
で
、
低
所
得
者
に
は
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

所
得
保
障
の
ニ
ー
ズ
を
持
つ
者
に
対
す
る
社
会
保
障
給
付
の
法
と
は
い
え
な
い
。

な
お
講
学
上
、「
社
会
扶
助
（asistencia�social

）」
を
「
国
家
の
責
任
で
、
法
的
に
組
織
さ
れ
た
支
援
（ayuda

）
で
あ
り
、
そ

れ
は
社
会
の
よ
り
弱
い
経
済
的
階
層
（clases�económ

icam
ente

）
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。」
と
し
、「
メ
キ
シ
コ
社
会
保
障
の

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。」
と
す
る
見
解
も
あ
る（
５
）。

メ
キ
シ
コ
の
社
会
保
険
制
度
は
あ
る
意
味
で
排
他
的
で
あ
る
が
、
医
療
保
障
に
つ
い
て
は
、
特
別
立
法
が
な
さ
れ
て
い
る
。
都
市

貧
困
層
や
貧
困
農
民
層
は
、
そ
の
居
住
地
区
に
設
置
さ
れ
る
保
健
省
（Secretaría�de�Salud

）
や
メ
キ
シ
コ
社
会
保
険
公
社
に
よ

る
農
村
部
を
対
象
と
し
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
「
メ
キ
シ
コ
社
会
保
険
公
社
・
連
帯
（IM

SS-SO
LID

A
RID

A
D

）」
医
療
制
度

の
医
療
出
張
所
、
州
立
病
院
で
基
礎
医
療
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（Paquete�básico�del�servicio�de�salud

）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本

的
な
診
療
、
医
薬
品
、
予
防
接
種
な
ど
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
で
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、

。

ま
た
二
〇
〇
二
年
か
ら
は
「
大
衆
健
康
保
険
」（Seguro�Popular�de�Salud
）
と
い
う
、
貧
困
層
向
け
の
任
意
加
入
の
医
療
保
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険
が
政
府
に
よ
り
運
営
・
実
施
さ
れ
て
い
る
。
保
険
料
拠
出
は
、
所
得
水
準
に
応
じ
た
段
階
的
な
も
の
と
な
り
、
額
も
補
助
金
に
よ

り
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
メ
キ
シ
コ
で
は
、
社
会
保
障
制
度
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
社
会
保
険
制
度
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、

そ
の
根
拠
と
な
る
「
社
会
保
険
法
」
は
正
規
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
生
活
保
障
が
中
心
で
あ
り
、
非
正
規
労
働
者
、
小
規
模
自
営
業

者
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
の
労
働
者
な
ど
は
保
護
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
最
も
弱
い
層
が
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
社
会

保
険
制
度
の
限
界
が
こ
こ
に
露
呈
し
て
お
り
、
貧
困
撲
滅
は
社
会
保
障
＝
社
会
保
険
以
外
の
何
ら
か
の
手
段
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
選
択
さ
れ
た
の
が
「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
で
あ
る
。

な
お
無
拠
出
年
金
は
、
国
家
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
連
邦
特
別
区
（D

istrito�Federal

）
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
の
み
に
存
在

す
る
。
連
邦
特
別
区
法
に
よ
っ
て（
６
）、

七
〇
歳
以
上
（
制
定
当
初
は
六
八
歳
以
上
）
の
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
に
居
住
す
る
高
齢
者
に
、
最

低
賃
金
の
半
額
の
「
食
糧
年
金
」（Pensión�alim

entaria

）
が
支
給
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
磁
気
カ
ー
ド
（tarjeta�

electorónica

）
が
配
布
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
必
要
な
物
資
を
購
入
で
き
る
。

　
　
注

（
１
）　

メ
キ
シ
コ
の
社
会
政
策
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
谷
洋
之
「
メ
キ
シ
コ
」、
田
中
浩
編
『
現
代
世
界
と
福
祉
国
家
─
国
際
比
較
研
究
』
お
茶
の
水
書

房
（
一
九
九
七
年
）
所
収
、V

iviane�Brachet-M
árquez,�M

exico's�W
elfare�State:�Birth,�Grow

th�and�Retrenchm
ent�

（1822-2002

）,�
in�M

anuel�Riesco,�ed.,�A
�N

ew
�D

evelopm
ent�W

elfare�State�M
odel�in�the�M

aking?,�2007,�U
N
IRIST

,�p.117ff.
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（
２
）　
「
メ
キ
シ
コ
革
命
」
に
つ
い
て
は
、
増
田
義
郎
『
メ
キ
シ
コ
革
命
～
近
代
化
の
た
た
か
い
』
中
公
新
書
（
一
九
六
八
年
）、
鈴
木
康
久
『
メ
キ
シ
コ

現
代
史
』
明
石
書
店
（
二
〇
〇
三
年
）、
国
本
伊
代
『
メ
キ
シ
コ
革
命
』
山
川
出
版
（
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
参
照
。

（
３
）　

国
本
伊
代
「
メ
キ
シ
コ
」、
国
本
伊
代
・
中
川
文
雄
編
著
『
改
訂
新
版
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
へ
の
招
待
』
新
評
論
（
二
〇
〇
五
年
）
所
収
、

一
七
六
頁
。

（
４
）　

畑
恵
子
「
メ
キ
シ
コ
の
社
会
保
障
制
度
─
そ
の
特
徴
と
90
年
代
の
改
革
」、『
海
外
社
会
保
障
研
究
』
一
五
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
四
〇
頁
、
参
照
。

（
５
）　Gabriela�M

endizábal�Berm
údez,�La�Seguridad�Social�en�M

éxico,�2007,�Editorial�Porrúa,�p.40.

た
だ
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
も
「
社
会

扶
助
」
に
多
く
の
記
述
が
さ
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
６
）　Ley�que�establace�el�D

erecho�a�la�Pensión�A
lim

entaria�para�los�A
dultos�M

ayores�de�Sesenta�y�O
cho�años,�Residentes�en�

el�D
istrito�Federal,�18�de�noviem

bre,�2003.

二
節　

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
成
立
史

メ
キ
シ
コ
で
は
従
来
、
貧
困
層
に
対
し
て
は
、
マ
ラ
リ
ア
、
天
然
痘
撲
滅
な
ど
の
公
衆
衛
生
計
画
の
他
に
は
、
主
食
で
あ
る
ト
ル

テ
ィ
ー
ジ
ャ
の
購
入
補
助
券
や
ミ
ル
ク
、
学
校
給
食
な
ど
の
食
料
給
付
な
ど
現
品
支
給
に
近
い
形
の
各
種
補
助
金
銭
給
付
が
取
ら
れ

て
い
た
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
は
大
規
模
な
貧
困
削
減
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
時
々
の
政
権
の
人
気
取
り
的
な

側
面
が
強
く
（
ポ
ピ
ュ
リ
ス
モ
）、
政
権
が
交
代
す
る
た
び
に
全
て
が
終
了
す
る
と
い
う
周
期
を
繰
り
返
し
、
中
長
期
展
望
を
欠
い

た
も
の
で
あ
っ
た（
１
）。
こ
の
情
況
を
一
変
さ
せ
た
の
が
、
通
貨
危
機
の
只
中
に
発
足
し
た
セ
デ
ィ
ジ
ョ
（Ernesto�Zedillo

）
政
権

（
一
九
九
五
年
～
二
〇
〇
〇
年
）
で
あ
っ
た
。
セ
デ
ィ
ジ
ョ
政
権
で
は
、
長
期
独
裁
的
与
党
で
あ
っ
た
制
度
的
革
命
党
（Partido�

Revolucionario�Institucinal�PRI

）
の
権
威
主
義
的
な
体
制
が
衰
退
し
、
一
方
で
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
経
済
思
想
を
も
つ
テ
ク
ノ
ク
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ラ
ー
ト
官
僚
の
影
響
が
拡
大
し
た（
２
）。

そ
の
こ
と
が
社
会
政
策
に
も
反
映
し
、
合
理
化
、
効
率
性
重
視
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
色
濃

い
年
金
改
革
や
新
た
な
貧
困
削
減
政
策
が
開
始
さ
れ
た
。

新
し
い
貧
困
撲
滅
政
策
が
「
教
育
・
保
健
・
食
糧
計
画
」（Program

a�de�Educación,�Salud�y�A
lim

entación:�

PRO
GRESA

）（
以
下
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
サ
）
で
あ
る（
３
）。
こ
れ
は
、
一
般
補
助
金
を
削
減
す
る
か
わ
り
に
、
そ
の
資
金
を
農
村
部
極
貧

層
に
集
中
的
・
直
接
的
に
投
入
す
る
も
の
で
、「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
の
手
法
を
採
用
し
て
い
る
。「
教
育
」、「
保
健
」、「
栄
養
摂

取
」
を
条
件
に
、
農
村
部
の
極
貧
層
家
族
に
生
活
保
障
給
付
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
農
村
に
重
点
的
に
資
源
を
投
入
す
る
と
い
う
思

想
は
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
サ
の
産
み
の
親
で
あ
る
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
レ
ビ
（Santiago�Levy

）
の
思
想
で
あ
り
、
一
方
、
人
的
能
力
開

発
的
な
思
想
は
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
（A
m
artya�Sen

）
の
思
想
の
浸
透
と
い
う
国
際
的
潮
流
の
影
響
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ

て
い
る（
４
）。

ま
た
個
別
の
ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
で
受
給
者
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、「
貧
困
地
域
」
を
特
定
し
、
そ
の
中
の
極
貧
家
庭

を
支
援
す
る
と
い
う
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
の
手
法
は
、
合
理
化
・
効
率
性
重
視
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
思
考
を
体
現
し
た
も
の
と
い

え
る（
５
）。

プ
ロ
グ
レ
ッ
サ
が
従
来
の
貧
困
政
策
と
明
ら
か
に
異
な
る
の
は
、
現
金
給
付
を
採
用
し
た
こ
と
や
「
条
件

（corresponsibilidada

）」
を
付
加
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ペ
チ
ェ
州
（Cam

pech

）
で
行
わ
れ
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
で
は
定

期
的
な
健
康
診
断
の
み
が
「
条
件
」
で
あ
っ
た
が
、
後
に
「
通
学
」
も
そ
れ
に
加
わ
っ
た
。
ま
た
給
付
の
受
け
取
り
手
を
「
母
」
に

し
た
点
で
も
画
期
的
で
あ
っ
た
。
男
性
至
上
主
義
・
男
尊
女
卑
（m

achisom
o

）
が
支
配
的
な
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
メ
キ
シ
コ
に
あ
っ

て（
６
）、「

母
」
が
現
金
の
受
け
取
り
手
と
な
る
こ
と
は
、
家
族
、
地
域
で
の
女
性
の
立
場
・
地
位
の
向
上
と
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
つ

な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
選
挙
で
制
度
的
革
命
党
（PRI

）
は
敗
北
し
、
政
権
は
国
民
行
動
党
（Partido�A

cción�N
acional�

PA
N

）
の
フ
ォ
ッ
ク
ス
（V

icente�Fox

）
政
権
（
二
〇
〇
〇
年
～
二
〇
〇
六
年
）
に
移
行
し
た
。
フ
ォ
ッ
ク
ス
政
権
は
、
社
会
政

策
に
新
た
な
手
法
を
取
り
入
れ
た
。
従
来
、
バ
ラ
バ
ラ
に
多
数
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
乱
立
し
て
い
た
社
会
諸
政
策
を
一
つ
の
統
合
的
な

政
策
指
針
の
下
に
整
理
統
合
し
た
。「
君
と
共
に
（CO

N
T
IGO

）」（
以
下CO

N
T
IGO

）、
と
呼
ば
れ
る
戦
略
で
あ
る（
７
）。

以
下
のCO

N
T
IGO

の
説
明
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
記
述
に
よ
る
（http://w

w
w
.�contigo.�gob.�m

x

）。

「CO
N
T
IGO

は
人
を
社
会
政
策
の
中
心
に
お
く
。CO

N
T
IGO

は
全
て
の
メ
キ
シ
コ
人
が
、
個
人
と
し
て
で
あ
る
と
同
様
に
社

会
的
に
も
、
完
全
な
自
己
実
現
の
た
め
の
必
要
な
能
力
（capacidades

）
と
空
間
（espacios

）
を
持
つ
こ
と
を
追
求
す
る
。」
こ

と
を
目
的
す
る
。
そ
し
て
「
メ
キ
シ
コ
人
の
能
力
の
発
展
は
、
上
質
の
保
健
、
教
育
、
そ
し
て
高
水
準
の
適
切
な
栄
養
の
サ
ー
ビ
ス

へ
の
全
て
の
ア
ク
セ
ス
を
前
提
と
す
る
。
能
力
が
、
福
利
の
よ
り
高
い
水
準
に
変
わ
る
た
め
に
、CO

N
T
IGO

は
収
入
の
よ
り
よ
い

機
会
の
創
出
を
促
進
す
る
。」
と
い
う
認
識
の
下
で
、
①
全
て
の
メ
キ
シ
コ
人
に
対
し
て
必
須
の
社
会
的
給
付
を
支
給
す
る
、
②
人

間
の
発
展
（desarrollo�hum
ano

）
を
推
し
進
め
、
経
済
成
長
（crecim

iento�económ
ico

）
の
起
爆
剤
（detorador

）
と
し
て

仕
え
る
と
こ
ろ
の
レ
バ
ー
ギ
ア
（palancas

）
を
活
性
化
す
る
と
い
う
、
二
つ
の
核
を
持
つ
。CO

N
T
IGO

の
下
で
社
会
政
策
は
、
Ⅰ
、

能
力
の
拡
大
（A
m
pliación�de�capacidades

）、
Ⅱ
、
収
入
の
機
会
の
創
出
（Generación�de�oportunidades�de�ingreso

）、

Ⅲ
、
財
産
の
形
成
（Form

ación�de�patrim
onio

）、
Ⅳ
、
全
て
の
人
間
へ
の
社
会
的
保
護
（Protección�social�para�todos

）

と
い
う
四
つ
の
領
域
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
四
大
領
域
の
下
に
、「
Ⅰ
、
能
力
の
拡
大
」
の
具
体
的
展
開
と
し
て
、
①
生

活
の
質
、
公
平
、
社
会
的
統
合
、
権
利
擁
護
（calidad�de�unida,�equidad,�cohesión�social�y�defencia�de�derechos

）、
②

教
育
（educación

）、
③
保
健
・
栄
養
サ
ー
ビ
ス
（servicios�de�Salud,�N

utricion

）、
④
職
業
訓
練
（capacitación

）、「
Ⅱ
、
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収
入
の
機
会
の
創
出
」
の
具
体
的
展
開
と
し
て
、
⑤
地
域
開
発
、
融
資
へ
の
ア
ク
セ
ス
（D

esarrollo�Local�y�A
cceso�de�

Crédito

）、
⑥
雇
用
の
機
会
の
創
出
（Generación�de�Em

pleo

）、「
Ⅲ
、
財
産
の
形
成
」
の
具
体
的
展
開
と
し
て
、
⑦
住
居

（vivienda
）、
⑧
貯
蓄
（A

horro

）、
⑨
所
有
権
（D

erechos�de�propiedad

）、「
Ⅳ
、
全
て
の
人
間
へ
の
社
会
的
保
護
」
の
具
体

的
展
開
と
し
て
、
⑩
安
全
（A

seguram
iento

）、
⑪
社
会
保
障
（Provisión�de�Protección�Social

）、
⑫
個
人
的
・
集
団
的
危

機
か
ら
の
保
護
（Protección�contra�riesgos�individuales�y�colectivos

）
が
分
類
・
整
序
さ
れ
る
。

CO
N
T
IGO

は
、
新
自
由
主
義
的
な
「
合
理
化
」
を
社
会
政
策
で
展
開
し
た
も
の
と
も
理
解
で
き
る
。
事
実
、
世
界
銀
行
の
評
価

は
そ
の
点
で
著
し
く
高
い
の
で
あ
る（
８
）。

貧
困
削
減
政
策
は
、「
Ⅱ
、
収
入
の
機
会
の
創
出
」
の
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
フ
ォ
ッ
ク
ス
政
権
は
、
従
来
の
「
条
件
付
き

所
得
保
障
」
制
度
を
基
本
的
に
は
継
承
し
た
が
、
名
称
は
二
〇
〇
二
年
五
月
に
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
と
改
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
著
し
い
成
長
を
経
験
し
、
前
政
権
で
約
二
五
〇
万
世
帯
だ
っ
た
受
給
世
帯
は
五
〇
〇
万
世
帯
に
拡
大
し
、
メ
キ
シ
コ
の

全
て
の
市
町
村
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
おCO

N
T
IGO

と
同
様
に
フ
ォ
ッ
ク
ス
政
権
で
社
会
・
公
共
政
策
の
合
理
化
・
効
率
化
を
図
っ
た
も
の
が
、
二
〇
〇
四
年
の

「
社
会
開
発
法
（Ley�General�de�D

esarrollo�Social
）」
で
あ
る
。
同
法
は
、
社
会
開
発
に
あ
た
り
、
国
民
の
権
利
保
障
、
政
府
・

自
治
体
の
義
務
と
権
利
、
社
会
参
加
の
促
進
、
成
果
評
価
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構
築
な
ど
を
目
的
と
し
（
一
条
）、
同
時
に
社
会
開
発

に
お
け
る
原
則
を
規
定
し
た
（
三
条
）。「
自
由
（libertad

）」、「
公
平
な
分
配
（justicia�distributiva

）」、「
連
帯
（solidaridad

）」、

「
統
合
（integralidad

）」、「
社
会
参
加
（participacion�social

）」、「
持
続
可
能
性
（sustentabilidad

）」、「
透
明
性

（transparencia

）」
な
ど
で
あ
る
が
、「
連
帯
」
は
、「
社
会
生
活
の
質
の
改
善
の
た
め
、
各
責
任
に
応
じ
て
（de�m

anera�
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corresponsable

）、
国
民
、
社
会
的
組
織
、
政
府
間
の
協
力
」（
三
条
Ⅲ
項
）
を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
が
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
「
条

件
」
と
対
応
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
成
立
し
た
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
は
順
次
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
ま
で
は
農
村
地
帯
の
み

を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
は
五
万
人
以
下
の
住
民
の
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
サ
ブ
・
ア
ー
バ
ン
エ
リ
ア
）
を
、
二

〇
〇
二
年
か
ら
は
ア
ー
バ
ン
・
エ
リ
ア
（
人
口
一
〇
〇
万
人
以
上
）、
二
〇
〇
四
年
か
ら
は
一
〇
〇
万
人
以
上
の
住
民
の
い
る
メ
ト

ロ
ポ
リ
タ
ン
・
ゾ
ー
ン
を
含
む
、
全
て
の
メ
キ
シ
コ
の
市
町
村
（M

unicipality

）
が
対
象
と
な
り
、
五
〇
〇
万
世
帯
の
家
族
が
受

給
す
る
と
い
う
目
標
が
達
成
さ
れ
た
。
ま
た
二
〇
〇
一
年
以
降
、
児
童
・
生
徒
へ
教
育
的
給
付
金
が
そ
れ
ま
で
の
中
学
卒
業
ま
で
か

ら
、
高
校
卒
業
ま
で
へ
と
拡
大
さ
れ
た
。

現
在
の
カ
ル
デ
ロ
ン
（Felipe�Calderón�H

inojosa

）
大
統
領
政
権
下
（
二
〇
〇
六
年
～
）
で
も
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
は
そ

の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
　
注

（
１
）　

畑
恵
子
「
メ
キ
シ
コ
の
社
会
保
障
制
度
ー
そ
の
特
徴
と
90
年
代
の
改
革
」、『
海
外
社
会
保
障
研
究
』
一
五
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
四
〇
頁
。

（
２
）　

村
井
友
子
「
メ
キ
シ
コ
：
セ
デ
ィ
ジ
ョ
政
権
下
の
社
会
保
障
制
度
改
革
と
今
後
」、『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
レ
ポ
ー
ト
』
二
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）、

参
照
。

（
３
）　

プ
ロ
グ
レ
ッ
サ
に
つ
い
て
は
、
村
井
・
前
掲
論
文
、
畑
・
前
掲
論
文
、
米
村
明
夫
／
近
田
亮
平
「
メ
キ
シ
コ
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
就
学
促
進
の
た
め
の
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家
計
補
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
ー
評
価
研
究
の
結
果
と
そ
の
批
判
的
検
討
」、
米
村
明
夫
編
著
『
貧
困
の
克
服
と
教
育
発
展
─
メ
キ
シ
コ
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
事

例
研
究
』
明
石
書
店
（
二
〇
〇
七
年
）
所
収
、
参
照
。

（
４
）　

レ
ビ
の
思
想
は
、
︿
貧
困
層
の
中
で
も
緩
や
か
な
貧
困
層
の
問
題
は
、
経
済
発
展
と
農
業
の
近
代
化
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
相
対
的
な
も
で
あ

り
、
こ
れ
に
対
し
て
極
貧
層
と
は
絶
対
的
貧
困
状
態
に
あ
り
公
的
な
援
助
な
し
に
自
力
で
は
貧
困
御
状
態
か
ら
脱
出
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ

に
公
的
援
助
を
投
入
す
る
。
極
貧
層
は
農
村
に
住
ん
で
い
る
の
で
、
農
村
を
焦
点
に
据
え
る
。
さ
ら
に
農
村
部
極
貧
層
の
コ
ア
な
問
題
は
、
栄
養
不

良
、
低
い
就
学
率
、
多
産
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
悪
循
環
が
貧
困
の
再
生
産
を
生
ん
で
い
る
。
こ
こ
へ
の
人
的
資
源
的
支
援
が
必
要
﹀
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
村
井
・
前
掲
論
文
二
七
頁
以
下
、
参
照
。

　
　
　

な
お
レ
ビ
と
と
も
に
「
産
み
の
親
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
ホ
セ
・
ゴ
メ
ス
・
デ
・
レ
オ
ン
（José�Góm

ez�de�León

）
は
、
人
口
学
者
で
あ
り
、

国
家
人
口
審
議
会
（Consejo�N

acional�de�Poblacion�CO
N
A
PO

）
の
会
長
で
あ
っ
た
。

　
　
　

プ
ロ
グ
レ
ッ
サ
は
、
家
族
の
能
力
（capacidades

）
と
潜
在
的
可
能
性
（potencialidades

）
と
い
う
言
葉
で
関
心
を
集
め
た
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
れ
は
セ
ン
の
思
想
的
影
響
で
あ
ろ
う
。Gilberto�Calderón�O

ritz,�La�Pobreza�en�M
éxico,�2007,�Gernikca,�p.327.

（
５
）　
「
合
理
性
・
効
率
性
を
重
視
す
る
点
に
お
い
て
、PRO

GRESA

は
新
自
由
主
義
経
済
政
策
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
指
摘
す
る
も
の
と

し
て
、
畑
恵
子
「
メ
キ
シ
コ
」、
仲
村
優
一
・
阿
部
志
郎
・
一
番
ヶ
瀬
康
子
監
修
『
世
界
の
福
祉
年
鑑
二
〇
〇
一
』
旬
報
社
（
二
〇
〇
一
年
）、

四
七
九
頁
～
、
特
に
四
八
七
頁
、
参
照
。

（
６
）　

メ
キ
シ
コ
社
会
の
女
性
の
地
位
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
国
本
伊
代
「
メ
キ
シ
コ
の
新
し
い
社
会
と
女
性
─
社
会
の
民
主
化
と
平
等
を
め
ざ
し
て
」、

国
本
伊
代
編
『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ　

新
し
い
社
会
と
女
性
』
新
評
論
（
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
、
参
照
。

（
７
）　CO

N
T
IGO

戦
略
に
つ
い
て
は
、
米
村
明
夫
「
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
貧
困
克
服
の
た
め
の
社
会
・
教
育
政
策
」、『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
レ
ポ
ー
ト
』

二
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）、
二
二
頁
、
参
照
。

（
８
）　W
orld�Bank,�Poverty�in�M

exico:�A
n�A

ssessm
ent�of�Conditions,�T

rends�and�Governm
ent�Strategy;�W

orld�Bank�Report�
N
o.�28612-M

E,�2004,�at�p.19.
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三
節　

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
制
度
概
要

一　

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
現
況

現
在
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
は
五
〇
〇
万
世
帯
、
二
五
〇
〇
万
人
が
参
加
し
て
い
る
。
メ
キ
シ
コ
の
人
口
の

約
一
八
％
、
全
家
族
の
約
二
五
％
の
家
族
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
州
ご

と
に
参
加
家
族
数
に
地
域
差
が
あ
る
（
表
１
）。
都
市
部
、
農
村
部
の
区
別
な
く

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
展
開
さ
れ
、
二
四
三
五
市
町
村
に
渡
る
八
六
〇
九
一
地
域
で
実
施

さ
れ
る
。
実
施
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
人
口
規
模
別
に
み
れ
ば
表
２
の
通
り
で
あ
る
。

二
〇
〇
八
年
の
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
予
算
は
、
三
八
億
ペ
ソ
（
＝
三
六
億

米
ド
ル
）
で
お
よ
そ
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
〇
・
四
％
を
占
め
る
。
内
訳
は
、
教
育
支
援
領
域

に　

四
七
・
二
九
％
、
食
料
摂
取
領
域
に
三
〇
・
〇
二
％
、
栄
養
サ
プ
リ
メ
ン
ト

領
域
に
六
・
五
六
％
、
高
齢
者
支
援
の
領
域
に
六
・
二
九
％
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ

デ
ス
の
下
で
の
青
年
〇
・
七
八
％
と
な
っ
て
い
る
。

表１　Oportunidades の州別利用者

州　名 �参加家族数 �州における割合
Chiapas� �560,906家族 61.3％
Veracurz �271,076家族 36.3％
Zacateca �109,547家族 37.0％
Puebla �393,225家族 35.2％

�出典：Oportunidades;�a�program�of�result�2008.,�p.21.

表２　人口規模別実施地域数

人　口 2,500人以下の村落
（rural）

2,500人～15,000人準都市
（semiurabana）

�15,000人以上の都市
（urbana）

地域数 83,103地域 2,488地域� 500地域
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二　

実
施
機
関
（agencia ejecutoras

）

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
社
会
開
発
省
（la�Secretaría�de�D

esarrollo�Social�SED
ESO

L

）
が
中
心
と

な
り
、
保
健
省
（la�Secretaría�de�Salud�SSA

）、
メ
キ
シ
コ
社
会
保
険
公
社
（Instituto�M

exicano�del�Seguro�Social�

IM
SS

）、
教
育
省
（la�Secretaría�de�Educación�Publica�SEP

）
が
こ
れ
に
協
力
す
る
。
具
体
的
な
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
機
能
ご
と
に
参
集
す
る
行
政
機
関
が
異
な
る
。
例
え
ば
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
調
整
・
協
力
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
、
ス
ー
パ
ー
ビ

ジ
ョ
ン
、
外
部
評
価
の
承
認
な
ど
を
行
う
「
評
議
会
」
に
は
前
述
の
他
に
財
務
省
（la�Secretaría�de�H

acienda�y�Crédito�

Público

）
が
加
わ
る
。

日
々
の
運
営
に
関
し
て
は
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
プ
ロ
モ
ト
ル
や
リ
ー
ダ
ー
が
受
給
者
と
実
施
官
庁
の
間
に
は
い
る
。
プ
ロ
モ
ト

ル
（prom

otor�social

）
は
、
社
会
開
発
省
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
、
若
い
活
動
家
で
あ
る
。
彼
ら
の
役
割
は
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ

ス
の
制
度
に
つ
い
て
の
説
明
や
、
制
度
の
変
更
点
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
に
つ
い
て
、
利
用
者
に
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
プ
ロ
モ
ト
ル
が
地
域
リ
ー
ダ
ー
を
教
育
す
る
こ
と
も
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
修
正
や
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
社
会
開
発
省
が
首
都

に
プ
ロ
モ
ト
ル
を
招
集
し
研
修
を
行
い
、
彼
ら
が
地
域
に
戻
り
、
リ
ー
ダ
ー
や
参
加
者
に
説
明
す
る
こ
と
も
あ
る
。
サ
カ
テ
カ
ス
州

で
は
四
〇
名
ほ
ど
の
プ
ロ
モ
ト
ル
が
雇
用
さ
れ
、
一
五
～
二
〇
世
帯
の
病
気
、
子
ど
も
、
成
人
、
ハ
イ
リ
ス
ク
の
人
々
の
「
見
守
り
」

を
し
て
い
る
。

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
に
関
す
る
地
域
リ
ー
ダ
ー
は
、
ボ
ウ
ェ
ル
（vow

el�
「
声
」）
と
呼
ば
れ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
参
加
者
や
か
つ

て
の
参
加
者
な
ど
が
、
参
加
者
に
よ
る
選
挙
や
推
薦
で
決
め
ら
れ
任
命
さ
れ
る
。
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三　

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
概
要

１
．
条
件
（corresponsabilidades

）

「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
制
度
の
特
徴
は
給
付
に
あ
た
っ
て
条
件
を
充
足
す
る
こ
と
で
あ
る
。
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
条
件
は
、

教
育
、
保
健
、
栄
養
摂
取
の
三
点
で
あ
る
。

（
１
）
教
育

教
育
に
関
す
る
給
付
は
「
奨
学
金
（Becario

）」
の
形
態
を
取
る
が
、
条
件
は
基
本

的
に
は
「
出
席
」
で
あ
る
。
小
・
中
学
校
（prim

ario�y�secundario

）
の
生
徒
の
場

合
に
は
、
月
ま
た
は
年
の
八
五
％
以
上
の
出
席
が
条
件
と
な
る
。
中
等
・
高
等
教
育

（educación�m
edia�superio

）
の
場
合
に
は
、
恒
常
的
な
出
席
と
統
合
さ
れ
た
教
育

談
話
へ
の
参
加
で
あ
る
。

（
２
）
保
健
（salud

）　
（
写
真
２
）

保
健
に
関
す
る
条
件
は
、
五
歳
以
下
の
子
ど
も
の
た
め
に
一
定
の
回
数
、
保
健
所
で

の
健
診
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。

（
３
）
栄
養
摂
取
（alim

entación

）

栄
養
摂
取
に
関
す
る
条
件
は
、
妊
産
婦
、
授
乳
中
の
母
親
は
、
保
健
・
栄
養
研
修
に

参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
成
人
へ
の
支
援
に
関
す
る
条
件
と
し
て
は
、
予
定
さ
れ

写真２　サカテカス州内の地域の診療所



メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
貧
困
政
策
："O

portunidades"

に
つ
い
て

67

た
健
康
相
談
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
写
真
３
、
４
）
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
、
社
会
開
発
省
の
ス
タ
ッ
フ
や
地
域
の
医
師
ま
た
は
看
護
婦
な
ど

専
門
職
、
そ
し
て
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
受
給
者
が
参
加
す
る
。
こ
こ
で
は
栄
養
指
導
や
健
康
管
理
に
つ
い
て
の
教
育
、
啓
発
が

行
わ
れ
る
。
筆
者
が
出
席
し
た
の
は
、
倉
庫
の
よ
う
な
建
物
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
四
〇
～
五
〇
人
の
女
性
が
参
加
し
て

い
た
。
参
加
者
の
中
か
ら
リ
ー
ダ
ー
が
選
ば
れ
、
彼
女
が
他
の
参
加
者
に
そ
の
日
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
説
明
を
す
る
。
こ
の
日
は
前

回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
女
性
の
癌
に
つ
い
て
の
「
復
習
」
か
ら
始
ま
っ
た
。
予
兆
が
あ
っ
た
ら
す
ぐ
病
院
に
行

く
と
い
っ
た
一
般
的
な
注
意
や
、「
夫

が
病
院
に
ゆ
く
こ
と
を
許
さ
な
か
っ

た
の
で
、
病
院
に
か
か
る
の
が
難
し

か
っ
た
」
と
い
う
経
験
も
語
ら
れ
た
。

次
い
で
サ
プ
リ
メ
ン
ト
の
使
用
に
つ

い
て
の
講
習
と
な
っ
た
。
説
明
書
の
配

布
で
は
文
字
を
解
さ
な
い
人
々
に
は

意
味
が
な
い
の
で
、
実
際
に
参
加
者
が

良
い
例
、
悪
い
例
を
み
ん
な
の
前
で
演

じ
る
。
調
合
す
る
前
に
手
を
洗
う
、
清

潔
な
水
を
使
う
、
そ
の
日
創
っ
た
も
の

写真３　 ワークショップの光景─スタッフがサ
プリメントの説明をする

写真４　ワークショップ─参加者が演じる
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は
そ
の
日
の
う
ち
に
使
い
切
る
、
水
を
目
分
量
で
注
が
な
い
、
テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら
子
ど
も
に
与
え
な
い
、
な
ど
き
わ
め
て
基
本
的

な
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
設
定
は
社
会
開
発
省
が
行
う
が
、
内
容
は
地
域
の
医
師
、
看
護
婦
、
栄
養
士
な
ど
が

決
定
す
る
。

２
．
給
付

（
１
）
教
育
（Educación
）

教
育
に
関
す
る
給
付
は
「
奨
学
金
（Becario

）」
の
形
態
を
取
り
、
支
給
額
は
学
年
、
性
別
に
よ
り
異
な
る
。
支
給
額
は
以
下
（
表

３
）
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
制
度
は
、
中
学
生
以
上
で
は
男
子
学
生
よ
り
女
子
学
生
に
、
よ
り
高
い
給
付
金
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
年
齢
が
上
が
る
に

連
れ
て
、
女
性
に
教
育
を
施
す
こ
と
へ
の
親
の
反
発
が
強
い

た
め
、
女
子
へ
の
教
育
継
続
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る

た
め
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
度
の
「
奨
学
金
」
の
受
給
者
は
、

五
三
〇
万
人
で
あ
る
（Resulda�p.14

）。

な
お
二
〇
〇
三
年
に
開
始
さ
れ
た
、「
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ

デ
ス
を
持
つ
青
年
」（"Jóvenes�con�O

portunidadets"

）

は
、
学
業
修
了
後
、
高
校
生
の
た
め
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を

与
え
る
個
人
勘
定
（cuenta�de�ahorro

）
を
開
設
す
る
。

表３　奨学金（Becario）
� ＄＝アメリカドル，月額

小学校 男女とも
３年 ＄12.6
４年 ＄14.5
５年 ＄18.9
６年 ＄25.2

中学校 男子 女子
１年 ＄36.4 ＄38.8
２年 ＄38.8 ＄42.7
３年 ＄40.1 ＄47.1

高等 男子 女子
１年 ＄61.6 ＄70.8
２年 ＄66.0 ＄75.2
３年 ＄69.9 ＄80.1
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も
し
学
生
が
二
二
歳
前
に
高
校
を
終
え
、
彼
ら
が
大
学
に
入
学
す
る
か
、
あ
る
い
は
生
産
的
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
（a�productive�

credit
）
を
得
れ
ば
、
貯
蓄
は
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
保
健
（Salud

）

一
世
帯
あ
た
り
月
一
八
・
九
米
ド
ル
が
給
付
さ
れ
る
。

（
３
）
食
糧
摂
取
・
栄
養
（A

lim
entaria

）

二
〇
〇
五
年
に
、
児
童
と
女
性
の
受
給
者
の
栄
養
と
保
健
の
レ
ベ
ル
の
向
上
の
た
め
に
、
サ
プ
リ
メ
ン
ト
の
配
給
制
度
が
開
始
さ

れ
た
。
全
て
の
六
～
二
三
ヶ
月
の
乳
幼
児
と
、
二
～
五
歳
の
栄
養
不
良
の
児
童
、
妊
婦
、
授
乳
中
の
母
親
へ
の
栄
養
補
足
と
し
て
、

鉄
分
の
吸
収
の
た
め
の
栄
養
サ
プ
リ
メ
ン
ト
（N

utrivida
®

とN
utrisanao

®

）
が
支
給
さ
れ
る
。

現
金
給
付
や
現
物
支
給
に
加
え
て
、
適
切
な
栄
養
管
理
の
た
め
に
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
専
門
職
員
と
地
域
の
医
師
、
看
護

婦
な
ど
に
よ
る
、
受
給
者
の
保
健
・
健
康
と
栄
養
の
改
善
の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。

な
お
二
〇
〇
八
年
七
月
よ
り
、
世
界
規
模
の
食
糧
危
機
に
よ
る
食
糧
の
高
騰
に
対
応
す
る
た
め
の
、
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
よ
り
良

い
生
活
の
た
め
の
食
糧
援
助
」（Food�A

id�for�Better�Livnig

）
も
実
施
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
八
年
、
一
世
帯
当
り
一
一
・
六

米
ド
ル
）。

（
４
）
高
齢
者
へ
の
支
援
（A

poyo�para�A
dultos�M

ayores
）

�

受
給
者
の
家
族
と
同
居
ま
た
は
人
口
二
五
〇
〇
人
以
上
の
地
域
に
住
む
、
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
に
定
額
（
二
〇
〇
八
年
、�

二
六
・

二
米
ド
ル
）
の
現
金
給
付
が
な
さ
れ
る
。

（
５
）
燃
料
支
援
（A

poyo�Energetico

）
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受
給
者
の
家
族
に
燃
料
費
と
し
て
定
額
の
現
金
給
付
（
二
〇
〇
八
年
、
四
・
八
米
ド
ル
）
が
な
さ
れ
る
。

３
．
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
手
続
き

（
１
）
地
域
選
定
・
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ

「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
制
度
の
特
徴
は
、
受
給
世
帯
の
確
定
に
あ
た
り
、
個
別
の
ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
統

計
的
手
法
に
よ
り
対
象
地
区
を
限
定
し
、
そ
の
地
区
内
の
極
貧
家
庭
を
受
給
世
帯
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
の
手
法
を

用
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
場
合
、
人
口
評
議
会
（Consejo�N

aciónal�de�Población�CO
N
A
PO

）

に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
七
つ
の
周
縁
指
標
（indice�de�m

arginación

）（
非
識
字
率
、
水
道
・
下
水
・
電
気
の
な
い
世
帯
比
率
、

土
間
床
住
居
の
比
率
、
一
部
屋
当
り
の
居
住
者
数
、
一
次
産
業
人
口
比
率
）
に
よ
っ
て
、
高
度
に
疎
外
さ
れ
た
地
域
（Zona�

altam
ente�m

arginadas

）
あ
る
い
は
貧
困
の
集
中
す
る
地
域
（Zonas�de�concentración�de�pobreza

）
が
選
定
さ
れ
、
そ
の

地
域
に
居
住
す
る
貧
困
世
帯
を
個
別
の
調
査
に
よ
り
、
受
給
世
帯
と
し
て
い
る（
１
）。

（
２
）
説
明
会

タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
で
対
象
地
区
と
認
定
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、
住
民
の
た
め
に
説
明
会
が
開
か
れ
る
。
筆
者
の
訪
問
し
た

サ
カ
テ
カ
ス
州
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
（Guadalupe

）
地
区
で
は
小
学
校
の
一
室
で
行
わ
れ
た
。
一
五
名
ほ
ど
の
住
民
が
集
ま
っ
て
い
た
。

こ
こ
で
社
会
開
発
省
の
ス
タ
ッ
フ
が
制
度
の
説
明
を
行
う
。

説
明
終
了
後
、
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
受
給
希
望
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
が
行
わ
れ
る
。
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
（"Encuesta�de�

Características�Socioeconóm
icas�de�los�H

ogares"�:�EN
CA

SEN

）
を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
を
聞
き
取
る
。
こ
の
段
階
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で
受
給
不
可
能
と
判
断
さ
れ
る
者
が
出
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
受
給
希
望
者
へ
の
説
明
が
な
さ
れ
納
得
し
た
証
に
当
人
が
署

名
す
る
（
写
真
５
）。

（
３
）
家
庭
訪
問

説
明
終
了
後
の
聞
き
取
り
調
査
で
、
受
給
資
格
の
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
希
望
者
に
つ
い
て
、
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
家
庭
訪

問
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
世
帯
の
就
労
情
況
や
、
家
族
関
係
（
例
え
ば
「
子
ど
も
が
病
気
に
な
っ
た
時
、
誰
が
病
院
に
連
れ
て
ゆ

く
こ
と
を
決
定
す
る
か
？
」
な
ど
）、
居
住
構
造
（
床
が
土
間
か
、
壁
の
素
材
な
ど
）、
所
有
す
る
家
具
な
ど
に
つ
い
て
の
チ
ェ
ッ
ク

が
行
わ
れ
る
（
写
真
６
）。

こ
の
家
庭
訪
問
の
結
果
、
資
格

あ
り
と
判
断
さ
れ
れ
ば
オ
ポ
ル

ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
受
給
者
と
な

る
。

（
４
）
給
付

給
付
は
、
二
〇
〇
一
年
以
降
、

銀
行
口
座
を
開
設
し
こ
こ
に
振

り
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
メ

キ
シ
コ
電
信
公
社
（T

elecom
u-

n
icacion

es�d
e�M

éx
ico�

写真５　説明会で使用されるチェックシート

写真６　家庭訪問時の聞き取り
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T
ELECO

M
M

）、
国
立
貯
金
・
金
融
銀
行
（Banco�de�H

orro�N
acional�y�Servios�Finonerio�BA

N
SEFI

）、
商
業
銀
行

（BBV
A
�Bancom

er

）
を
通
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
は
、
一
二
万
の
受
給
家
族
が
銀
行
口
座
を
利

用
し
て
い
る
。
銀
行
小
切
手
の
よ
う
な
新
し
い
支
給
方
法
も
模
索
さ
れ
て
は
い
る
が
、
農
村
の
場
合
、
直
接
手
渡
し
と
い
う
の
が
現

実
的
で
あ
ろ
う
。

筆
者
の
訪
問
し
た
オ
ホ
カ
リ
エ
ン
テ
（O

jocaliente

）
地
区
で
は
、
市
の
公
共
施
設
を
使
用
し
て
、
受
給
者
に
直
接
現
金
が
支
払

わ
れ
た
（
写
真
７
︱
１
、
７
︱
２
）。
こ
の
地
区
で
は
口
座
を
利
用
し
て
受
給
し
て
い
る
の
は
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
参
加
者
の

一
〇
％
程
度
で
あ
る
。

当
日
は
午
前
一
〇
時
か
ら
午
後
二
時

ま
で
支
給
が
行
わ
れ
る
。
村
や
集
落
ご
と

に
市
の
公
共
施
設
に
集
ま
り
、
こ
こ
で
現

金
を
受
け
取
る
。
こ
の
日
は
九
二
五
家
族

に
現
金
が
支
給
さ
れ
る
。
社
会
開
発
省
の

ス
タ
ッ
フ
は
、
受
給
者
の
記
録
の
チ
ェ
ッ

ク
や
受
給
者
の
現
況
変
更
の
届
け
出
の

受
理
の
み
を
行
い
、
実
際
の
現
金
の
支
給

は
社
会
開
発
省
と
契
約
し
た
「
国
立
貯

金
・
金
融
銀
行
（Banco�de�H

orro�
写真７―１　給付会場の光景

写真７―２　給付会場内の様子
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N
acional�y�Servios�Finonerio�BA

N
SEFI

）」、
が
直
接
本
人
に
行
う
（
写
真
８
、
９
、
10
）。し
た
が
っ
て
社
会
開
発
省
の
ス
タ
ッ

フ
が
現
金
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
社
会
扶
助
に
お
け
る
「
政
治
介
入
」
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
会

場
に
は
、
苦
情
申
し
立
て
受
理
の
バ
ッ
グ
を
抱
え
た
社
会
開
発
省
の
ス
タ
ッ
フ
も
い
る
（
写
真
11
）。
こ
の
バ
ッ
グ
に
利
用
者
が
入

れ
た
苦
情
の
文
書
は
、
施
錠
さ
れ
た
バ
ッ
グ
の
ま
ま
社
会
開
発
省
の
州
事
務
所
に
送
ら
れ
る
。

（
５
）
再
評
価
（recertificación

）・
再
審
査
（reevaluación

）

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
は
受
給
者
に
つ
い
て
三
年
ご
と
に
再
評
価
（recertificación

）
を
行
う
。
三
年
間
受
給
し
た
家
族
は
、

そ
の
社
会
・
経
済
的
状
態
を
再
評
価
し
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
受
給
を
継
続
す
る
か
終
了
す
る
か
判
断
す
る
た
め
に
、「
再
評写真10　社会開発省のスタッフのデスク

写真９　支払い時のチェックシート

写真８　銀行スタッフによる給付
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価
プ
ロ
セ
ス
」（El�Proceso�de�Recertificación

）
を
受
け
る
。
こ
れ

は
社
会
開
発
省
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
家
庭
訪
問
の
形
で
行
わ
れ
る
。
こ
の

際
に
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
（
ボ
ウ
ェ
ルvow

el

）
も
同
行
す
る
こ
と
が
多
い
。

「
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
を
利
用
し
て
ど
の
よ
う
な
物
を
購
入
し
た
か
」

な
ど
の
質
問
が
さ
れ
る
。
こ
の
過
程
で
社
会
開
発
省
の
ス
タ
ッ
フ
が
新
た

な
情
報
を
得
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

も
し
家
族
が
資
格
基
準
を
充
足
し
て
い
れ
ば
、
都
市
地
域
で
は
四
年
、

農
村
地
域
で
は
六
年
ま
で
受
給
で
き
る
。
こ
の
期
間
を
終
了
し
た
場
合
に

は
、
家
族
は
「
区
別
さ
れ
た
支
援
制
度
（El�Esquem

a�D
iferenciado�de�A

poyos

）」（
条
件
を
充
足
す
る
の
で
あ
れ
ば
三
年
間

と
ど
ま
れ
る
）
に
移
行
す
る
。

「
区
別
さ
れ
た
支
援
制
度
」
は
、
中
学
校
教
育
と
中
等
・
高
等
教
育
レ
ベ
ル
で
教
育
奨
学
金
を
支
給
し
、「
基
本
的
保
健
パ
ッ
ケ
ー

ジ
（El�Paquete�Esencial�de�Salud

）」
を
利
用
で
き
、
子
ど
も
、
妊
産
婦
、
授
乳
中
の
母
へ
の
食
糧
摂
取
の
受
給
が
で
き
る
。「
制

度
」
加
入
し
て
三
年
後
に
、
家
族
は
自
動
的
に
受
給
者
リ
ス
ト
か
ら
は
ず
れ
る
。

再
審
査
（reevaluación

）
は
、
一
旦
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
脱
退
・
終
了
し
た
家
庭
が
再
度
、
受
給
す
る
か
否
か
を
審
査
す
る
。

（
６
）
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

サ
カ
テ
カ
ス
州
で
は
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
運
営
・
実
施
に
関
与
す
る
機
関
に
よ
る
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を

定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
。
各
機
関
の
経
験
を
交
流
す
る
た
め
の
会
合
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
筆
者
が
参
加
し
た
会
合
で
は
、
州 写真11　苦情文を納めるバッグ
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保
健
局
長
、
医
療
局
、「
国
立
貯
金
・
金
融
銀
行
」、
州
教
育
省
、
州
教
育
・
文
化
省
、
大
学
、
高
等
教
育
研
究
所
か
ら
の
出
席
が
あ
っ

た
。
医
療
、
保
健
、
教
育
に
お
い
て
地
域
の
連
携
が
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
鍵
と
な
る
た
め
、
議
論
は
そ
れ
ら
に
関
す
る
も
の
が

多
か
っ
た
。

　
　
注

（
１
）　

タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
村
井
友
子
「
メ
キ
シ
コ
：
セ
デ
ィ
ジ
ョ
政
権
下
の
社
会
保
障
制
度
改
革
と
今
後
」、『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
レ
ポ
ー

ト
』
二
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）、
と
く
に
二
八
頁
、
畑
恵
子
「
メ
キ
シ
コ
」、
仲
村
優
一
・
阿
部
志
郎
・
一
番
ヶ
瀬
康
子
監
修
『
世
界
の
福
祉
年

鑑2001

』
旬
報
社
（
二
〇
〇
一
年
）
所
収
、
参
照
。

四
節　

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
特
徴
と
課
題

一　

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
特
徴

１
．
連
邦
国
家
と
地
方
分
権

メ
キ
シ
コ
は
合
衆
国
で
あ
り
、
三
二
の
州
か
ら
な
る
連
邦
国
家
で
あ
る
。
貧
困
対
策
は
い
わ
ば
地
方
自
治
の
問
題
で
も
あ
る
。
特

に
「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
の
よ
う
に
、
特
定
の
地
域
を
統
計
な
ど
の
手
法
に
よ
り
選
定
す
る
場
合
、
そ
の
後
の
政
策
目
標
の
達
成

は
、
地
方
政
府
の
「
実
力
」
如
何
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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メ
キ
シ
コ
は
連
邦
制
国
家
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
中
央
集
権
国
家
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
州
の
意
思
が
連
邦
の
制
度
・
政

策
に
反
映
す
る
に
は
、
非
常
に
長
い
時
間
を
要
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
財
源
に
つ
い
て
も
、
州
財
源
の
九
五
％
は
連
邦
か
ら

の
も
の
で
あ
り
、
州
独
自
の
財
源
は
極
め
て
す
く
な
い
。
メ
キ
シ
コ
の
場
合
、
税
機
構
（
課
税
シ
ス
テ
ム
、
収
税
シ
ス
テ
ム
な
ど
）

に
も
な
お
問
題
を
残
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
現
状
が
「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
の
展
開
に
も
影
響
し
て
い
る
。

州
の
貧
困
問
題
に
つ
い
て
、
州
独
自
に
取
り
組
む
場
合
に
は
、
連
邦
制
度
で
あ
る
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
と
州
政
府
が
契
約
を
締

結
す
る
と
い
う
手
法
が
あ
る
。
例
え
ば
、
サ
カ
テ
カ
ス
州
で
は
、
成
人
教
育
に
つ
い
て
、
一
五
歳
を
過
ぎ
て
も
な
お
教
育
の
機
会
を

持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
政
策
か
ら
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
と
州
が
契
約
を
結
び
、
成
人
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
に
連
邦
予

算
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
六
年
間
で
六
三
〇
人
が
小
・
中
学
校
教
育
を
終
え
、
識
字
率
の
向
上
に
結
び
付
い
て
い
る
。
ま
た

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
本
来
の
制
度
で
は
、
基
礎
教
育
の
奨
学
金
は
一
八
歳
が
上
限
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
障
害
者
の
場
合
、
一

八
歳
ま
で
に
基
礎
教
育
を
修
了
し
て
い
な
い
場
合
も
多
い
の
で
、
障
害
者
に
つ
い
て
は
こ
の
一
八
歳
の
上
限
を
緩
和
・
撤
廃
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
の
改
革
の
提
案
を
州
か
ら
連
邦
政
府
に
あ
げ
、
七
年
か
け
て
よ
う
や
く
実
現
に
こ
ぎ
着
け
た
と
い
う
。

ま
た
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
は
、
地
方
自
治
の
観
点
か
ら
、
プ
ロ
モ
ト
ル
制
度
を
お
い
て
い
る
点
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
更

に
受
給
者
自
身
が
制
度
を
支
え
る
と
い
う
意
識
の
啓
蒙
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
メ
キ
シ
コ
の
制
度
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
。

２
．
都
市
・
農
村
の
区
別
を
設
け
て
い
な
い

「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
は
、
個
別
の
ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
を
採
用
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
国
の
貧
困
の
あ
り
様
が
貧
困
地
域
の

設
定
に
反
映
す
る
。
メ
キ
シ
コ
の
場
合
は
、
貧
困
地
域
に
都
市
・
農
村
と
い
う
区
別
を
設
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
農
村
地
区
に
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限
定
す
る
ペ
ル
ー
の
「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
るJU

N
T
O
S

と
は
対
照
的
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ

ニ
ダ
デ
ス
の
受
給
世
帯
、
受
給
者
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
。

３
．
制
度
の
緻
密
さ

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
は
、
奨
学
金
に
関
し
て
、
児
童
の
年
齢
、
人
数
、
性
別
な
ど
に
よ
り
給
付
額
に
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

制
度
が
極
め
て
緻
密
・
複
雑
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
で
、
給
付
目
的
を
明
確
に
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、

児
童
労
働
に
焦
点
を
当
て
て
、
小
学
六
年
生
以
上
で
、
女
子
児
童
に
対
す
る
給
付
額
を
男
子
児
童
に
対
す
る
給
付
額
よ
り
高
く
設
定

し
て
い
る
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
女
子
児
童
に
教
育
は
不
要
で
あ
る
と
考
え
る
親
に
対
し
て
、
女
子
児
童
の
通
学
を
奨
励
・
誘
導

す
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
制
度
が
精
緻
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ぶ
ん
、
制
度
が
複
雑
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
受
給
世
帯

の
制
度
理
解
に
困
難
を
伴
う
場
合
も
あ
る
。
こ
の
点
で
エ
ク
ア
ド
ル
の"Bono�de�D

esarrollo�H
um

ano"

が
シ
ン
プ
ル
を
モ
ッ

ト
ー
と
す
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

４
．「
条
件
」
＝
受
給
者
の
分
担
す
る
責
任
（corresponsabilidad

）
に
つ
い
て
は
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
は
、「
条
件
」
＝
受
給
者
の
分
担
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
こ
の
点
、
ほ
と
ん
ど

関
心
を
払
わ
な
い
チ
リ
の"Solidari （
１
）

o"

や
、
二
〇
〇
八
年
～
九
年
に
か
け
て
実
質
的
に
「
条
件
」
を
課
し
制
度
を
実
施
す
る
エ
ク

ア
ド
ル
の
制
度
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
に
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
ク
が
機
能
す
る
側
面
は
少
な
く
、
例
え

ば
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
学
校
の
出
席
率
が
直
ち
に
給
付
の
停
止
に
反
映
す
る
仕
組
み
が
採
ら
れ
て
い
る
。
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な
お
こ
の
「
条
件
」
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
あ
る
い
は
脱
退
の
自
己
選
択
を
促
進
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
機
能
を

有
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
論
者
に
よ
れ
ば
、
受
給
者
の
特
性
と
、
脱
退
率
の
間
に
は
相
関
関
係
が
あ
り
、
先
住
民
、
単
親
家

庭
な
ど
は
脱
退
し
や
す
い
傾
向
に
あ
る
と
い
う（
２
）。

５
．
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
は
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
政
策
と
は
異
な
り
、
外
部
評
価
を
制
度
的
に
組
み
込
ん
で
い
る

二
〇
〇
四
年
の
社
会
開
発
法
に
し
た
が
っ
て
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
も
社
会
開
発
政
策
国
家
委
員
会
（Consejo�N

acional�

de�Evaluación�de�la�Politicia�de�D
esarrollo�Social

）
の
「
評
価
」
を
受
け
る
。
社
会
開
発
法
は
、
社
会
開
発
の
政
策
に
お
け

る
成
果
評
価
（evaluación

）
と
追
跡
調
査
（seguim

iento

）
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
確
立
を
法
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
お
り
（
一
条

Ⅷ
項
）、
こ
れ
を
受
け
て
評
価
組
織
、
社
会
開
発
政
策
国
家
委
員
会
を
規
定
し
て
い
る
（
七
二
条
）。
委
員
会
は
成
果
評
価
の
学
識
経

験
者
、
社
会
開
発
省
の
ス
タ
ッ
フ
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
（
八
二
条
）。
成
果
評
価
は
広
報
（diario�oficial�de�

Federación

）
に
掲
載
さ
れ
る
（
七
九
条
）。

こ
れ
と
は
別
に
、
オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
外
部
評
価
は
「
国
立
公
衆
衛
生
研
究
所
（Instituto�N

acional�de�Salud�Publica�

IN
SP

）」
や
「
社
会
人
類
学
高
等
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
（Centro�de�Investigaciones�y�Estudios�Superiores�en�

A
ntropologia�Social�CIESA

S

）」
の
よ
う
な
国
内
の
専
門
機
関
だ
け
で
は
な
く
、「
食
糧
政
策
国
際
研
究
所
（International�

Food�Policy�Research�Institute�IFPRI

）」
の
よ
う
な
国
際
機
関
や
国
外
の
大
学
な
ど
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
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二　

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
評
価

１
．「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
の
採
用

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
は
、
世
界
銀
行
か
ら
は
絶
賛
さ
れ
て
い
る
。
世
界
銀
行
が
進
め
る
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
手
法
を
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
展
開
し
た
の
で
あ
る
か
ら
当
然
で
あ
ろ
う
。
メ
キ
シ
コ
が
こ
の
よ
う
な
「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
以
外
の
い
か
な
る
選
択
肢

が
当
時
あ
り
得
た
か
は
、
構
造
調
整
（structural�adjustm

ent

）
と
引
き
換
え
に
開
発
融
資
を
行
う
と
い
う
、
新
自
由
主
義
と
世

界
銀
行
の
「
圧
力
」
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
以
外
の
選
択
肢
が
な
か
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
本
来
あ
る
べ
き
貧

困
撲
滅
は
社
会
保
障
制
度
の
拡
充
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
メ
キ
シ
コ
の
そ
し
て
多
く
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
、
固
定
化
さ
れ
た
格

差
社
会
の
中
で
、
中
間
層
が
存
在
せ
ず
、
社
会
保
険
制
度
が
拡
充
・
定
着
し
な
い
。
社
会
構
造
、
経
済
構
造
に
何
ら
か
の
変
化
が
な

い
限
り
、
社
会
保
険
制
度
は
拡
大
し
て
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
無
拠
出
の
社
会
保
障
制
度
を
拡
充
す
る
し
か
な
い
。
無

拠
出
の
社
会
保
障
給
付
の
拡
充
（
無
拠
出
年
金
や
社
会
手
当
の
導
入
）
も
あ
り
得
る
。
事
実
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ボ
リ
ビ
ア
、
グ
ア
テ
マ

ラ
と
い
っ
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
、
無
拠
出
年
金
を
導
入
し
て
い
る（
３
）。

２
．
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ

タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
は
、
貧
困
緩
和
を
費
用
＝
効
率
的
に
行
お
う
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
手
法
で
あ
る
。
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
そ
れ
自

体
は
、
供
給
者
志
向
の
シ
ス
テ
ム
（supply�side�oriented

）
で
あ
り
、
貧
困
層
の
意
向
や
人
権
と
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
が
、
地
域
社
会
に
分
断
を
も
た
ら
す
と
い
う
弊
害
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る（
４
）。
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３
．
次
世
代
へ
の
過
剰
な
配
慮
か
？

オ
ポ
ル
ト
ゥ
ニ
ダ
デ
ス
の
（
そ
し
て
「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
制
度
の
）
特
徴
は
、
貧
困
を
次
世
代
に
伝
え
な
い
と
い
う
意
図
を
、

公
的
給
付
に
連
結
さ
せ
た
点
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
育
と
栄
養
摂
取
へ
の
配
慮
が
「
条
件
」
に
な
る
。
し
か
し
「
条
件
」
の
有
効

性
に
つ
い
て
の
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る（
５
）。

さ
ら
に
、
問
題
は
い
ま
あ
る
家
庭
の
貧
困
を
ど
う
す
る
か
で
あ
る
。
次
世
代
へ
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
と
い
う
効
果
は
あ
る
が
、
現

在
の
貧
困
を
解
決
す
る
の
に
各
給
付
が
有
効
な
の
か
は
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。

ま
た
貧
困
世
帯
に
い
る
母
親
へ
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
確
か
に
母
親
が
一
定
の
収
入
（
＝
給
付
）
を
家

庭
に
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
が
、
母
親
自
身
に
自
立
で
き
る
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
目
前
の
貧
困
に
つ
い
て
の
配
慮
が
足
り
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
成
人
教
育
以
外
の
職
業
訓
練
と
か
他
国
の
制
度
が
採
用

し
て
い
る
よ
う
な
能
力
構
築
（capacity�building

）
の
施
策
が
よ
り
積
極
的
に
採
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

４
．
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
不
在

現
在
の
シ
ス
テ
ム
で
は
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
は
実
施
さ
れ
て
は
な
い
。「
条
件
」
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
直
ち
に
給
付
打
ち
切
り
に
つ
な

が
る
が
、
条
件
を
充
足
で
き
な
い
原
因
を
究
明
し
、
そ
の
原
因
を
解
消
、
問
題
の
解
決
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
て
は

い
な
い
。
受
給
者
の
分
担
す
る
責
任
（corresponsibility

）
を
厳
密
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
受
給
者
に
対
す
る
一
定
の

支
援
が
必
要
で
は
な
い
か
。
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５
．
給
付
額
の
課
題

現
在
の
給
付
額
は
「
そ
の
子
供
が
も
し
学
校
に
行
か
な
い
で
働
い
た
場
合
い
く
ら
稼
げ
る
か
」
を
基
準
に
考
え
、
児
童
労
働
の
賃

金
補
填
と
い
う
性
格
を
持
た
せ
て
い
る
が
こ
れ
で
よ
い
の
か
。
給
付
額
に
つ
い
て
は
、
定
額
給
付
で
あ
る
が
、
こ
の
根
拠
が
い
ま
一

つ
明
確
で
は
な
い
。

　
　
注

（
１
）　

世
界
銀
行
は
チ
リ
の"Solidario"

を
「
条
件
付
き
所
得
保
障
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
み
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
２
）　Cavola�Á

lvarez,�Florencia�D
evoto�and�Paul�W

inters,�W
hy�do�the�poor�leave�the�safety�net�in�M

éxico?�A
�Study�of�the�

effects�of�conditionality�in�dropouts.,�A
m
erican�U

niversity�D
epartm

ent�of�Econom
ics�W

orking�Paper�Series�N
o.2006-10,�

2006.�p.11.

（
３
）　

例
え
ば
、
グ
ア
テ
マ
ラ
に
つ
き
、
山
田
晋
「
グ
ア
テ
マ
ラ
に
お
け
る
高
齢
者
の
所
得
保
障
～
無
拠
出
年
金
を
め
ぐ
っ
て
」『
週
刊
・
社
会
保
障
』

二
五
三
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
二
頁
以
下
、
参
照
。

（
４
）　V

iviane�Brachet-M
árquez,�M

exico's�W
elfare�State:�Birth,�Grow

th�and�Retrenchm
ent�

（1822-2002

）,�in�M
anuel�Riesco,�ed.,�

A
�N

ew
�D

evelopm
ent�W

elfare�State�M
odel�in�the�M

aking?,�2007,�U
N
IRIST

,�p.117ff.,�at�p.140.

（
５
）　

た
だ
し
そ
の
意
図
が
正
し
く
参
加
者
に
伝
わ
っ
て
い
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
と
く
に
都
市
部
に
お
い
て
は
、
参
加
者
の
意
識
は
、
児

童
の
栄
養
状
態
の
改
善
よ
り
は
「
現
金
」
の
受
理
に
集
中
し
て
お
り
、
栄
養
サ
プ
リ
メ
ン
ト
の
配
給
に
は
改
善
が
必
要
と
す
る
指
摘
も
あ
る
。See,�

Jef�L.�Leroy,�H
eleen�V

erm
andere,�Lynnette�M

.�N
eufeld�and�Stefano�M

.�Bertozzi,�Im
proving�Enrollem

ent�and�U
tilization�of�

the�O
portunidades�Program

�in�M
exico�Could�Increase�Its�Effectiveness,�Journal�of�N

utrition,�N
o.138,�2008,�p.138ff.,�at�p.641.

　
　
　

ま
た
教
育
を
中
心
と
す
る
人
的
投
資
政
策
に
つ
い
て
、
小
中
学
校
段
階
の
教
育
を
終
え
て
も
そ
れ
は
雇
用
機
会
獲
得
の
可
能
性
あ
る
い
は
社
会
的



メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
貧
困
政
策
："O

portunidades"

に
つ
い
て
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上
昇
の
可
能
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
貧
困
問
題
の
解
決
に
は
直
結
し
な
い
と
い
う
評
価
が
あ
る
。
米
村
明
夫
「
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
貧
困

克
服
の
た
め
の
社
会
・
教
育
政
策
」、『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
レ
ポ
ー
ト
』
二
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）、
三
三
頁
、
参
照
。


